
事
　
業
　
報
　
告

平
成
二
十
五
年
度
・
二
十
六
年
度
研
究
会
報
告

法
学
研
究
所

憲
法
・
行
政
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
二
月
十
五
日（
土
）午
前
十
時
四
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
研
究
）

嫡
出
で
な
い
子
の
法
定
相
続
分
を
嫡
出
子
の
二
分
の
一
と
定
め
る
民

法
九
〇
〇
条
四
号
但
書
前
段
が
憲
法
十
四
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し

た
事
例（
最
大
決
平
成
二
十
五
・
九
・
五
）

�

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程　

小
関　

康
平

憲
法
・
行
政
法
・
商
事
法
合
同
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
七
月
五
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
株
式
会
社
監
査
の
公
監
査
的
再
構

成
」【
研
究
代
表
者
：
教
授���

池
村
正
道
】（
課
題
番
号
二
六
三
八

〇
一
三
一
）���

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
の
概
要

�

商
学
部
助
教　

鬼
頭　

俊
泰

②
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
株
式
会
社
監
査
の
公
監
査
的
再
構

成
」【
研
究
代
表
者
：
教
授���

池
村
正
道
】（
課
題
番
号
二
六
三
八

〇
一
三
一
）���

「
地
方
公
共
団
体
の
監
査
制
度
に
関
す
る
研
究
会
報

告
書
」
の
概
要���

～
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
株
式
会
社
監

査
の
公
監
査
的
再
構
成
」（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
一
）
の

序
論
的
考
察
～

�

教
授　

松
嶋　

隆
弘

刑
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
三
月
六
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

三
・
一
一
原
発
過
酷
事
故
に
対
す
る
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て

�

弁
護
士　

古
川　

元
晴

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
四
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

四
八
七



一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
評
釈
）

飲
酒
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
被
告
人
が
直
進
道
路
に
お
い
て
高
速
で
自

動
車
を
運
転
中
、
先
行
車
両
に
追
突
し
、
死
傷
の
結
果
を
生
じ
さ
せ

た
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注

視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
が
成
立
す
る
と

さ
れ
た
事
例（
最
決
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
・
刑
集
六
十
五

巻
七
号
一
一
三
八
頁
）

�

通
信
教
育
部
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー　

西
島　

裕
行

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
二
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
研
究
）

電
気
通
信
の
送
信
に
よ
る
わ
い
せ
つ
な
電
磁
的
記
録
等
の
「
頒
布
」

に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例（
東
京
高
判
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二

日
・
高
刑
集
六
十
六
巻
一
号
六
頁
・
判
時
二
一
九
四
号
一
四
四
頁
）

�

本
学
法
学
部
教
授　

南
部　

篤

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
六
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査

�

大
学
院
法
務
研
究
科
客
員
教
授　

加
藤　

康
榮

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
四
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
研
究
）

柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
（
長
野
地
判
平
成
二
十
六
年
四
月
三

十
日（
判
例
集
未
登
載
））

�

教
授　

船
山　

泰
範

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
七
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

累
犯
性
性
犯
罪
者
に
対
す
る
特
別
法
の
制
定
に
関
す
る
研
究

　
　
　
　
　
　

大
学
院
法
学
研
究
科

�

公
法
学
専
攻
博
士
後
期
過
程　

西
山　

智
之

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
月
十
八
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

四
八
八



事
　
業
　
報
　
告

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

外
国
で
入
手
さ
れ
た
証
拠
の
許
容
性

�

助
教　

三
明　

翔

（
第
八
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

企
業
・
組
織
犯
罪
に
お
け
る
正
犯
行
為
と
共
犯
行
為

　

―
共
同
正
犯
、
間
接
正
犯
、

　
　

中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
に
つ
い
て
―

�
教
授　

設
楽　

裕
文

（
第
九
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
研
究
）

強
要
さ
れ
た
覚
せ
い
剤
使
用
に
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
た
事
例（
東

京
高
判
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
八
日
・
判
時
二
二
一
二
号
一
二
三

頁
）

�

大
学
院
修
士
課
程
修
了
者　

原
田　

久
直

（
第
十
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
四
日（
土
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

Ｉ
Ｐ
Ｓ
等
の
情
報
媒
介
者
の
刑
事
責
任

�

非
常
勤
講
師　

上
野　

幸
彦

民
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
四
日（
土
）午
後
一
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
（
判
例
研
究
）

ク
レ
ー
ン
車
の
運
転
中
に
て
ん
か
ん
の
発
作
で
意
識
を
喪
失
し

児
童
六
名
を
死
亡
さ
せ
た
事
故
に
つ
い
て
、
運
転
手（
当
時
二

十
六
歳
）と
同
居
し
て
い
た
母
親
が
運
転
手
に
よ
る
運
転
を
回

避
す
る
た
め
の
措
置
を
執
る
べ
き
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
た
と

認
め
ら
れ
た
事
例（
宇
都
宮
地
判
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
四

日
・
判
時
二
一
九
三
号
六
十
七
頁
、
判
夕
一
三
九
一
号
二
二
四

頁
）

�

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程　

松
本　

幸
治

四
八
九



②
（
判
例
研
究
）

名
古
屋
高
裁
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
四
日
判
決（
平
成
二
十

五
年（
ネ
）第
七
五
二
号
損
害
賠
償
請
求
控
訴
事
件
）に
つ
い
て

�

教
授　

清
水　

恵
介

民
事
法
・
商
事
法
合
同
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
五
月
十
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
消
費
者
契
約
法
九
条
一
号
に
お
け
る
「
平
均
的
な
損
害
」
に
つ
い

て
の
一
考
察

�

沖
縄
国
際
大
学
法
学
部
専
任
講
師　

山
下　

良

②
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
ス
ワ
ッ
プ

　

―
日
本
法
と
の
比
較
を
中
心
に
―

�

教
授　

松
嶋　

隆
弘

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
つ
い
て

�

専
修
大
学
法
学
部
専
任
講
師　

萬
澤　

陽
子

②
医
療
施
設
の
組
織
責
任

　

―
ア
メ
リ
カ
法
の
議
論
を
参
考
に
し
て

�

常
葉
大
学
法
学
部
准
教
授　

峯
川　

浩
子

商
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日（
土
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
八
二
Ａ
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
現
代
契
約
条
項
の
法
学
・
言
語
学
的

考
察　

～
英
文
契
約
書
と
の
対
比
を
通
し
て
～
」【
研
究
代
表
者
：

教
授　

松
嶋　

隆
弘
】（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
二
）　

完
全
合

意
条
項
の
意
義
と
そ
の
英
語
表
現

�

国
際
関
係
学
部
助
教　

熊
木　

秀
行

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
現
代
契
約
条
項
の
法
学
・
言
語
学

的
考
察
～
英
文
契
約
書
と
の
対
比
を
通
し
て
～
」【
研
究
代
表

四
九
〇



事
　
業
　
報
　
告

者
：
教
授　

松
嶋
隆
弘
】（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
二
）　

要

件
事
実
論
の
考
え
方
に
関
す
る
一
考
察
～
説
明
責
任
と
の
関
係
に

お
い
て
～

�

弁
護
士　

永
島　

賢
也

②
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
現
代
契
約
条
項
の
法
学
・
言
語
学

的
考
察
～
英
文
契
約
書
と
の
対
比
を
通
し
て
～
」【
研
究
代
表

者
：
教
授　

松
嶋
隆
弘
】（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
二
）　

英

国
保
険
法
案
に
つ
い
て

�

弁
護
士
法
人
中
央
総
合
法
律
事
務
所
・
弁
護
士　

稲
田　

行
祐

経
営
法
学
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
一
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
四
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
政
府
会
計
の
発
生
主
義
・
複
式
簿
記
化
の
提
言

�

税
理
士　

福
重　

利
夫

②
相
続
税
法
十
二
条
及
び
縄
伸
び
が
相
続
税
の
課
税
に
与
え
る
問
題

点

�

非
常
勤
講
師
・
税
理
士　

武
石　

鉄
昭

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
日（
土
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
四
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

消
費
税
の
複
数
税
率
化
と
仕
入
税
額
控
除

　

―
逆
心
対
策
を
め
ぐ
る
主
な
論
点
の
検
証
―

�

白
鴎
大
学
教
授　

石
村　

耕
治

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
月
十
八
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
韓
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要

�

教
授　

阿
部　

徳
幸

②
国
税
犯
則
取
締
法
の
違
法
な
参
考
人
調
査
鑑
定
例

　

―
倉
敷
民
商
事
件
―

�

立
正
大
学
法
学
部
客
員
教
授
・
税
理
士　

浦
野　

広
明

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日（
火
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

国
際
企
業
に
お
け
る
法
務
の
課
題
と
展
望

四
九
一



　
　
　
　
　
　

㈱
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
経
営
監
査
部
嘱
託

�

（
前
法
務
管
理
室
長
）　

北　

博
行

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
不
公
平
な
税
制
を
た
だ
す
会
二
〇
一
四
年
度
の
財
源
資
産
の
報
告

　
　
　
　
　
　

税
理
士
・
不
公
平
な
税
制
を
た
だ
す
会

�

運
営
委
員　

荒
川　

俊
之

②
法
人
事
業
税
の
外
形
標
準
課
税
拡
大
と
憲
法
原
則

�

税
理
士
・
元
静
岡
大
学
教
授　

湖
東　

京
至

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日（
火
）午
後
三
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

競
争
政
策
と
知
的
財
産
政
策
の
交
錯
領
域
の
現
状
と
問
題
点（
二
〇
一

四
年
Ｅ
Ｕ
・
Ｉ
Ｐ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
考
え
方
）

　
　
　
　
　

マ
ク
ダ
ー
モ
ッ
ト
・
ウ
ィ
ル
・
エ
メ
リ
ー
法
律
事
務
所

�

パ
ー
ト
ナ
ー　

ヴ
ィ
ル
コ
・
フ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
ー
ル
ト

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八
日（
木
）午
後
五
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

企
業
法
務
部
の
課
題
と
展
望

　
　
　
　
　
　

花
王
株
式
会
社
法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門

�

法
務
部
法
務
課
長　

皆
川　

要

保
険
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
二
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
（
判
例
研
究
）

駐
車
車
両
の
持
ち
去
り
に
つ
き
「
盗
難
の
外
形
的
事
実
」
が
存

在
し
、
故
意
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
事
故
と
も
認
定
で
き
な
い
と

し
て
、
車
両
保
険
金
請
求
が
認
容
さ
れ
た
事
例（
東
京
地
判
平

成
二
十
五
年
一
月
三
十
日
・
判
夕
一
三
九
四
号
二
八
九
頁
）

�

准
教
授　

梅
村　

悠

②
（
判
例
研
究
）

Ｎ
Ｗ
Ａ
搭
乗
拒
否
事
件（
千
葉
地
判
平
成
二
十
二
年
十
二
月
七

日
・
判
例
集
未
登
載
）

�

教
授　

工
藤　

聡
一

四
九
二



事
　
業
　
報
　
告

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
一
月
十
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
（
判
例
研
究
）

保
険
契
約
者
等
が
訴
訟
提
起
に
か
か
る
通
知
義
務
に
違
反
し
た

場
合
、
保
険
会
社
の
免
責
を
認
め
た
事
例（
宇
都
宮
地
判
平
成

二
十
三
年
十
月
七
日
・
判
時
二
一
三
一
号
一
三
八
頁
、
判
夕
一

三
六
九
号
二
三
六
頁
）

　
　
　
　
　
　

明
治
大
学
法
科
大
学
院
教
育
補
助
講
師
・

�

明
海
大
学
不
動
産
学
部
非
常
勤
講
師　

板
垣　

太
郎

②
（
判
例
研
究
）

「
被
保
険
者
の
告
知
義
務
違
反
」
と
「
保
険
会
社
の
過
失
」
と

の
関
係
が
争
点
と
な
っ
た
裁
判
例（
東
京
地
判
平
成
二
十
四
年

八
月
七
日
・
判
夕
一
三
九
一
号
二
八
七
頁
）

�

非
常
勤
講
師　

井
口　

浩
信

政
経
研
究
所

政
治
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
七
月
三
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
三
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

イ
ン
ド
の
新
政
権
に
お
け
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
経
済
政
策

　
　
　
　
　
　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
リ
ー
ク
ア
ン
ユ
ー

�

公
共
政
策
大
学
院　

ム
ク
ル
・
ア
シ
ャ
ー

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
月
二
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

終
戦
直
後
の
博
多
港
援
護
体
制

�

政
経
研
究
所
研
究
員
・
霊
山
大
学
校
教
授　

崔　

永
鎬

経
済
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
六
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
五
五
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

国
際
貿
易
の
拡
大
に
お
け
る
国
際
制
度
の
役
割

　

―
Ａ
Ｅ
Ｏ
制
度
を
中
心
に
―

�

経
済
学
部
助
手　

前
野　

高
章

四
九
三



（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
七
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
五
五
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

連
続
時
間
均
衡
モ
デ
ル
に
お
け
る
貨
幣
量
の
実
質
効
果
と
株
価
の
バ

ブ
ル

�

嘉
悦
大
学
経
営
経
済
学
部
専
任
講
師　

加
藤　

寛
之

公
共
政
策
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
四
二
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

障
害
者
雇
用
と
合
理
的
配
慮

　

―
わ
が
国
に
お
け
る
運
用
の
課
題
と
可
能
性

�

助
教　

山
村　

り
つ

比
較
法
研
究
所

ド
イ
ツ
法
研
究
会
私
法
部
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
五
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

大
正
民
事
訴
訟
法
改
正
と
手
続
集
中
理
念

　

―
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
事
訴
訟
法
の
わ
が
国
へ
の
影
響
―

�

早
稲
田
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授　

松
村　

和
徳

英
米
法
研
究
会
私
法
部
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日（
金
）午
後
一
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
九
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

株
主
総
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

�

弁
護
士　

長
谷
川　

俊
明

Ｅ
Ｕ
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日（
月
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
八
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

二
〇
一
二
年
ス
ペ
イ
ン
労
働
改
革

　

―
労
働
法
の
再
整
備
と
労
働
市
場
へ
の
影
響
―

四
九
四



事
　
業
　
報
　
告

�

創
価
大
学
法
学
部
教
授　

岡
部　

史
信

現
代
空
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
六
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
六
三
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
航
空
法
研
究
の
一
里
塚

�

大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授　

藤
田　

勝
利

②
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
に
基
づ
く
航
空
運
送
人
の
責
任
に
関
す
る

考
察

　
　
　
　
　
　

Ａ
Ｎ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

�

グ
ル
ー
プ
法
務
部　

中
島　

智
之

�

（
※
平
成
二
十
六
年
二
月
～
平
成
二
十
七
年
一
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
五
年
度
学
内
学
会
・
研
究
所
合
同
研
究
会

一
、
日
時　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日（
木
）午
前
十
時
四
十
分
開
会

一
、
場
所　

法
学
部
十
号
館　

一
〇
一
一
講
堂

�

司
会
・
進
行　

水
野　
　

正
・
太
田　

晴
美

�

岡
西　

賢
治
・
中
静　

未
知

�

福
木　

滋
久　
　
　
　
　
　

一
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
課
題
と
展
望
」

①
セ
メ
ス
タ
ー
制
に
お
け
る
教
育
の
あ
り
方�

坂
本　

力
也

②
初
年
次
教
育
に
求
め
ら
れ
る
も
の

―
そ
の
実
施
方
法
と
留
意
点
―�

佐
渡
友　

哲

③
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
導
入
と
今
後
の
可
能
性�

池
田　
　

実

進　

行�

岡
西　

賢
治

二
、
自
由
論
題

①
大
学
に
お
け
る
産
学
連
携
の
現
状
及
び
課
題�

金
澤　

良
弘

②
盗
難
車
に
よ
る
事
故
と
責
任�

藤
村　

和
夫

三
、
退
任
記
念
講
演

①
三
島
由
紀
夫
の
死
を
軸
に
語
る

「
幻
想
」
と
「
現
実
」
の
狭
間
の
生�

栗
栖　

眞
人

②
私
と
政
治
学

―
出
会
い
、
付
き
合
い
、
慰
め
合
い
―�

秋
山　

和
宏

③
過
失
相
殺
に
お
け
る
「
被
害
者
側
の
過
失
」
を
め
ぐ
っ
て

�

伊
藤　

文
夫

四
九
五



平
成
二
十
六
年
度
学
内
学
会
・
研
究
所
合
同
研
究
会

一
、
日
時　

平
成
二
十
六
年
十
月
四
日（
土
）午
前
九
時
開
会

一
、
場
所　

法
学
部
十
号
館　

一
〇
一
一
講
堂
・
一
〇
三
一
講
堂

�
司
会
・
進
行　

松
島　

雪
江
・
梅
村　
　

悠

�

田
邉　

陽
子
・
野
口　

恵
子

�

米
倉　
　

律　
　
　
　
　
　

一
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

他

①
法
学
研
究
所
ポ
ス
タ
ー
展
示　
【
十
号
館
二
階
ロ
ビ
ー
】

『
山
岡
萬
之
助
先
生
と
日
本
大
学
法
学
部
の
一
二
五
年
』

②
政
経
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
【
一
〇
一
一
講
堂
】

『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
政
治
―
日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地

域
間
交
流
を
中
心
に
し
て
―
』

③
比
較
法
研
究
所
企
画　
【
一
〇
一
一
講
堂
】

『
比
較
法
と
憲
法
理
論
―
い
わ
ゆ
る
裁
判
員
制
度
合
憲
判
決
に
お

け
る
解
釈
方
法
論
を
契
機
と
し
て
―
』

④
新
聞
学
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
【
一
〇
三
一
講
堂
】

『
国
家
・
メ
デ
ィ
ア
・
辺
境
～
変
貌
す
る
ア
ジ
ア
』

二
、
退
任
記
念
講
演

①
第
三
の
教
育
改
革
と
し
て
の
「
教
育
基
本
法
」
の
改
正

�

安
藤　
　

忠

　
　

②
Ｔ
ｈ
・
マ
ン
―
日
記
は
文
学
的
価
値
皆
無
か
―�

丹
羽　

正
信

　
　

③
価
値
権
と
し
て
の
抵
当
権�

山
川　

一
陽

平
成
二
十
五
年
度
・
二
十
六
年
度
定
期
無
料
法
律

相
談
会

　

平
成
二
十
五
年
度
・
二
十
六
年
度
定
期
無
料
法
律
相
談
会
は
、
校
友
弁

護
士
の
協
力
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
定

期
無
料
法
律
相
談
会
の
趣
旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生

達
の
法
学
の
実
践
教
育
を
行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時

【
平
成
二
十
五
年
度
】

（
第
七
回
）平
成
二
十
六
年
二
月
八
日（
土
）

（
第
八
回
）平
成
二
十
六
年
三
月
十
五
日（
土
）

【
平
成
二
十
六
度
】

（
第
一
回
）
平
成
二
十
六
年
五
月
十
七
日（
土
）

（
第
二
回
）
平
成
二
十
六
年
六
月
十
四
日（
土
）

（
第
三
回
）
平
成
二
十
六
年
七
月
十
二
日（
土
）

（
第
四
回
）
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
七
日（
土
）

（
第
五
回
）
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
五
日（
土
）

四
九
六



事
　
業
　
報
　
告

（
第
六
回
）
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
三
日（
土
）

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
後
一
時
～
午
後
三
時

二
、
場
所　

法
学
部
三
号
館

三
、
参
加
者
（
敬
称
略
）

（
専
任
教
員
）

岡
島　

芳
伸
・
内
山　

忠
明
・
清
水　

恵
介
・
関　
　

正
晴

松
嶋　

隆
弘
・
山
川　

一
陽

（
校
友
弁
護
士
）

揚
野　

一
夫
・
石
川　

利
男
・
木
下　

淳
一
・
神
頭　

正
光

田
原　

直
樹
・
廣
瀬　

正
剛
・
和
田　

光
史

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生　

各
回
四
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数�
六
十
五
件

②
内
容

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
）�
十
五
件

貸
金
、
そ
の
ほ
か
の
債
権
回
収�

二
件

借
地
借
家�

九
件

不
法
行
為（
名
誉
毀
損
・
器
物
損
壊
な
ど
）�

二
件

近
隣
問
題（
道
路
・
境
界
な
ど
）�

九
件

労
働
関
係（
従
業
員
の
ト
ラ
ブ
ル
・
解
雇
な
ど
）�

三
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
）�

四
件

借
金
、
保
証
そ
の
ほ
か
の
金
銭
債
務（
含
む
破
産
）�

二
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係�

五
件

そ
の
他（
消
費
者
問
題
な
ど
）�

十
四
件

�

（
※
平
成
二
十
六
年
二
月
～
平
成
二
十
七
年
一
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
六
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会

　

平
成
二
十
六
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
は
、
茨
城
県
水
戸
市
の
茨
城

県
水
戸
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
市
当
局
並
び
に
地
元
校
友
会
・

校
友
弁
護
士
等
の
協
力
を
得
て
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
三
日（
日
）

に
開
催
さ
れ
た
。

　

開
催
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
の
趣

旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生
達
の
法
学
の
実
践
教
育
を

行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
三
日（
日
）

　
　
　
　
　

午
前
十
時
三
十
分
～
午
後
三
時

二
、
場
所　

茨
城
県
水
戸
市　

茨
城
県
水
戸
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
職
員
）

池
村　

正
道
・
内
山　

忠
明
・
清
水　

恵
介
・
石
川　
　

登

四
九
七



現
代
行
政
を
理
解
す
る
機
会
を
提
供
し
、
そ
こ
に
あ
る
問
題
点
及
び
そ
の

解
決
方
法
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
実
施
し
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日（
土
）～
十
一
月
三
日（
月
）

　
　
　
　
　

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
前
十
時
～
午
後
三
時

二
、
場
所　

法
学
部
十
号
館
二
階　

学
生
ホ
ー
ル

三
、
主
催　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

四
、
後
援　

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会

五
、
協
力　

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所

六
、
相
談
員

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会
行
政
相
談
委
員

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所
行
政
相
談
官

七
、
補
助
学
生　

�

行
政
科
研
究
室
所
属
学
生
及
び
公
募
に
て
募
集
の
法
学

部
生

八
、
相
談
項
目

　
　
　

・
近
隣
問
題
に
つ
い
て

　
　
　

・
地
域
防
犯
に
つ
い
て

　
　
　

・
交
通
の
便
に
つ
い
て　
　
　
　
　

等
々

九
、
相
談
件
数　

二
十
七
件

加
藤　

朱
実
・
戸
塚　

浩
行
・
吉
田　
　

翼
・
平
塚　

孝
典

（
校
友
弁
護
士
）

齋
藤
晴
太
郎
・
入
澤　

武
久
・
今
井　

勇
太
・
坂
井　
　

愛

早
乙
女
宜
宏
・
末
次　

茂
雄
・
作
井　
　

崇
・
上
畠　

佳
子

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
等
十
六
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数�

十
六
件

②
内
容

借
地
借
家�

二
件

近
隣
問
題（
道
路
・
境
界
な
ど
）�

三
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係�

四
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
）�

二
件

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
）�

一
件

そ
の
他（
貸
金
・
交
通
事
故
な
ど
）�
四
件

平
成
二
十
六
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談

　

平
成
二
十
六
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談
は
、
法
桜
祭
期
間
に
合
わ
せ
て

開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
専
門
の
相
談
員
に
よ
る

行
政
相
談
に
本
学
部
の
学
生
を
陪
席
さ
せ
、
行
政
相
談
を
通
じ
て
日
本
の

四
九
八



事
　
業
　
報
　
告

四
九
九

た
。

　

Ａ
及
び
Ｃ
は
、
Ｖ
に
対
す
る
殺
意
を
抱
き
、
平
成
二
十
五
年
十
月
頃
、

Ｂ
と
共
に
、
Ｃ
が
実
行
役
と
な
っ
て
Ｖ
を
殺
害
し
た
後
、
Ａ
及
び
Ｂ
が
Ｖ

の
死
体
を
処
理
し
て
完
全
犯
罪
を
目
指
す
旨
話
し
合
っ
た
。

　

そ
の
後
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
は
、
同
年
十
一
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
に
、
拳

銃
を
入
手
す
る
な
ど
し
て
、
Ｖ
殺
害
の
準
備
を
進
め
た
。
Ｃ
は
、
遅
く
と

も
、
同
日
ま
で
に
は
、
Ｆ
に
対
し
て
、
Ｖ
殺
害
及
び
死
体
完
全
処
理
の
計

画
を
伝
え
て
い
た
。

　

同
年
十
一
月
二
十
四
日
、
Ａ
は
、
Ｃ
に
対
し
て
、
翌
二
十
五
日
に
Ｖ
を

ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
に
呼
び
出
し
て
殺
害
す
る
旨
提
案
し
、
Ｃ
は
、
こ
れ
を
承

諾
し
た
。
そ
し
て
、
Ｃ
は
、
同
月
二
十
四
日
深
夜
、
Ｆ
に
対
し
て
、
翌
二

十
五
日
に
Ｖ
を
殺
害
す
る
予
定
で
あ
る
旨
を
伝
え
た
。

　

同
年
十
一
月
二
十
五
日
朝
、
Ｃ
は
、
同
棲
相
手
の
Ｄ
に
対
し
て
、
Ｖ
を

殺
害
す
る
旨
伝
え
た
上
、
同
棲
先
か
ら
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
ま
で
の
車
の
運
転

を
依
頼
し
、
Ｄ
は
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。
そ
の
後
、
同
日
午
後
０
時
頃
、

Ｃ
は
、
車
両
に
Ｖ
の
死
体
を
入
れ
る
収
納
ボ
ッ
ク
ス
を
積
載
し
、
Ｄ
の
運

転
す
る
車
両
で
、
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
の
前
ま
で
向
か
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｃ
は
、

ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
前
路
上
に
お
い
て
、
Ｄ
に
対
し
て
、
車
両
に
積
載
し
て
い

る
収
納
ボ
ッ
ク
ス
に
Ｖ
の
死
体
を
入
れ
る
旨
告
げ
た
上
、
同
所
で
待
機
す

る
よ
う
命
じ
、
一
人
で
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
店
内
に
入
っ
た
。

　

同
日
午
後
一
時
過
ぎ
頃
、
Ｃ
は
、
同
店
内
で
待
機
し
て
い
た
Ａ
か
ら
拳

平
成
二
十
六
年
度
法
律
討
論
会

　

第
三
十
七
回
法
律
討
論
会
は
、
日
本
大
学
法
学
会
と
日
本
大
学
法
曹
会

に
よ
る
共
同
開
催
、
並
び
に
日
本
大
学
法
学
部
校
友
会
と
日
本
大
学
法
学

部
法
学
研
究
所
の
後
援
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
十
月
十
八
日（
土
）十
二

時
三
十
分
か
ら
法
学
部
十
号
館
一
階
一
〇
一
一
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
。（

出
題
者
）

志
村
敬
検
察
官

（
審
査
員
）

遠
山　

敦
士
裁
判
官
・
中
島　

義
則
弁
護
士

濱
田
左
千
子
弁
護
士

（
進
行
・
時
計
）

今
井　

勇
太
弁
護
士
・
星
野　

裕
香
弁
護
士

◆
問
題（
刑
法
）

　

Ａ
は
、
Ｖ
が
経
営
す
る
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
の
共
同
経
営
者
、
Ｂ
は
、
Ｖ
が

経
営
す
る
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
の
副
店
長
、
Ｃ
は
、
Ｖ
が
経
営
す
る
ホ
ス
ト
ク

ラ
ブ
の
店
員
、
Ｄ
は
、
Ｃ
の
同
棲
相
手
、
Ｅ
は
、
Ｃ
の
実
父
、
Ｆ
は
、
Ｖ

が
経
営
す
る
キ
ャ
バ
ク
ラ
の
店
長
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
が
、
Ａ
、
Ｃ
、

Ｆ
は
、
か
ね
て
か
ら
、
Ｖ
か
ら
の
理
不
尽
な
要
求
等
に
不
満
を
抱
い
て
い



五
〇
〇

て
る
作
業
を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
旨
依
頼
し
、
Ｆ
は
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

　

翌
二
十
八
日
、
Ｆ
は
、
Ｃ
に
対
し
て
、
自
分
も
Ｖ
の
死
体
溶
解
作
業
等

を
手
伝
う
旨
申
し
出
て
、
Ｃ
は
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。
そ
し
て
、
Ｃ
は
、

Ａ
か
ら
溶
解
作
業
に
使
用
す
る
寸
胴
鍋
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
、
強
ア
ル
カ
リ
性

薬
剤
等
を
受
け
取
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｃ
は
、
Ｄ
と
共
に
、
車
両
に
Ｖ
の
死

体
が
入
っ
た
収
納
ボ
ッ
ク
ス
を
載
せ
て
、
Ｅ
宅
に
向
か
い
、
Ｅ
に
内
緒
で

Ｅ
宅
敷
地
内
に
Ｖ
の
死
体
が
入
っ
た
収
納
ボ
ッ
ク
ス
を
置
い
た
。
そ
し
て
、

Ｄ
は
、
Ｅ
と
共
に
、
居
酒
屋
に
行
き
、
Ｃ
は
、
車
両
に
乗
っ
て
、
Ｆ
を
迎

え
に
行
き
、
Ｃ
宅
に
置
い
て
い
た
前
記
寸
胴
鍋
、
強
ア
ル
カ
リ
性
薬
剤
、

コ
ン
ロ
等
を
車
両
に
積
み
込
み
、
Ｆ
と
共
に
、
Ｅ
宅
に
向
か
っ
た
。

　

同
日
午
後
六
時
頃
、
Ｃ
及
び
Ｆ
は
、
順
次
、
Ｅ
宅
内
に
Ｖ
の
死
体
が

入
っ
た
収
納
ボ
ッ
ク
ス
、
寸
胴
鍋
等
を
運
び
入
れ
た
上
、
同
寸
胴
鍋
内
に

Ｖ
の
死
体
を
入
れ
て
、
水
及
び
強
ア
ル
カ
リ
性
薬
剤
を
同
寸
胴
鍋
内
に
入

れ
て
、
コ
ン
ロ
の
熱
で
加
熱
し
、
Ｖ
の
死
体
の
溶
解
作
業
を
始
め
た
。
そ

し
て
、
Ｃ
及
び
Ｆ
は
、
同
日
午
後
九
時
頃
ま
で
、
Ｖ
の
死
体
が
入
っ
た
寸

胴
鍋
内
を
か
き
混
ぜ
る
な
ど
し
て
、
Ｖ
の
死
体
の
溶
解
作
業
を
続
け
て
い

た
が
、
突
如
、
Ｆ
は
、
Ｃ
に
対
し
て
、「
も
う
、
帰
る
。」
と
だ
け
告
げ
て
、

Ｅ
宅
か
ら
出
て
行
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｃ
は
、
Ｅ
宅
内
に
お
け
る
Ｖ
の
死
体

溶
解
作
業
を
続
け
て
い
た
が
、
翌
二
十
九
日
朝
、
帰
宅
し
た
Ｅ
に
Ｖ
の
死

体
溶
解
作
業
の
現
場
を
発
見
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
Ｅ
に
死
体
溶
解
作

業
等
を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
旨
告
げ
て
、
Ｅ
も
こ
れ
を
了
承
し
た
。

銃
を
受
け
取
り
、
同
店
に
や
っ
て
き
た
Ｖ
を
拳
銃
で
射
殺
し
た
。

　

そ
の
後
、
Ｃ
は
、
Ａ
及
び
Ｂ
か
ら
Ｖ
の
死
体
を
す
ぐ
に
店
外
に
搬
出
す

る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
た
め
、
Ｄ
が
待
機
す
る
車
両
ま
で
行
っ
て
収
納

ボ
ッ
ク
ス
を
取
り
に
行
っ
て
、
同
ボ
ッ
ク
ス
を
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
店
内
に
搬

入
し
、
同
ボ
ッ
ク
ス
内
に
Ｖ
の
死
体
を
入
れ
て
、
こ
れ
を
店
外
に
搬
出
し

た
。
そ
し
て
、
Ｃ
及
び
Ｄ
は
、
Ｖ
の
死
体
が
入
っ
た
収
納
ボ
ッ
ク
ス
を
車

両
に
積
み
込
み
、
Ｃ
宅
ま
で
同
ボ
ッ
ク
ス
を
搬
送
し
た
。

　

同
日
夕
方
頃
、
Ｃ
は
、
Ａ
か
ら
Ｖ
の
携
帯
電
話
機
等
の
処
分
を
指
示
さ

れ
た
た
め
、
Ｄ
と
共
に
、
Ｖ
の
携
帯
電
話
機
等
を
山
中
に
埋
め
に
行
っ
た
。

Ｖ
の
携
帯
電
話
機
等
を
山
中
に
埋
め
に
行
く
途
中
、
Ｃ
は
、
Ｆ
か
ら
電
話

が
あ
っ
た
際
、
Ｆ
に
対
し
て
、
Ｖ
を
殺
害
し
て
こ
れ
か
ら
Ｖ
の
携
帯
電
話

機
等
を
投
棄
し
に
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
旨
伝
え
た
。

　

翌
二
十
六
日
、
Ｃ
は
、
Ａ
か
ら
、
Ａ
が
用
意
す
る
強
ア
ル
カ
リ
性
薬
剤

を
使
用
し
て
、
Ｖ
の
死
体
を
溶
解
し
、
残
っ
た
骨
等
を
砕
い
て
河
川
に
捨

て
る
よ
う
に
と
の
指
示
を
受
け
て
、
こ
れ
を
了
承
し
、
Ｖ
の
死
体
溶
解
作

業
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
宅
で
行
う
こ
と
と
し
、
Ｃ
に
事
情
を
説
明
し
た
上
、

Ｃ
に
対
し
て
、
Ｅ
宅
で
の
死
体
溶
解
作
業
中
、
Ｅ
を
Ｅ
宅
外
で
足
止
め
す

る
こ
と
を
依
頼
し
た
。

　

翌
二
十
七
日
、
Ｄ
は
、
同
棲
相
手
で
あ
る
Ｃ
一
人
が
汚
れ
役
を
や
ら
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
感
じ
、
Ａ
に
対
し
て
、
文
句
を
言
う
と
共
に
、

Ｆ
と
連
絡
を
取
っ
て
、
Ｆ
に
Ｖ
の
死
体
溶
解
作
業
や
Ｖ
の
骨
を
河
川
に
捨



事
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五
〇
一

メ
ダ
ル
及
び
図
書
カ
ー
ド
、
優
秀
質
問
者
に
は
法
学
部
校
友
会
か
ら
図
書

カ
ー
ド
が
そ
れ
ぞ
れ
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
来
場
者
全
員
に
法
学
部
並
び

に
法
学
部
校
友
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
記
念
品
を
贈
呈
し
た
。

　

な
お
、
法
律
討
論
会
終
了
後
、
ホ
テ
ル
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
エ
ド
モ
ン
ト

に
お
い
て
出
場
者
・
関
係
者
全
員
に
よ
る
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

成
績
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。（
括
弧
内
は
学
科
・
学
年
）

優　

勝（
第
六
組
）

石
月　
　

卓（
経
営
法
・
三
年
）・
村
上　

綾
菜（
法
律
・
三
年
）

後
藤　

洋
平（
法
律
・
三
年
）

準
優
勝（
第
十
組
）

三
浦　
　

惠（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

濱
田　
　

潤（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

加
藤　

天
宇（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

第
三
位（
第
七
組
）

森　
　
　

悠（
法
律
・
三
年
）・
川
股　

芽
生（
公
共
政
策
・
三
年
）

山
口　

瑞
葵（
法
律
・
三
年
）

参
加
賞（
順
不
同
）

山
崎　

隆
寛（
法
律
・
四
年
）・
二
川　

裕
莉（
法
律
・
四
年
）

桒
井　

陽
子（
法
律
・
四
年
）・
古
知
谷
將
矩（
法
律
・
三
年
）

齋
藤　
　

隆（
法
律
・
三
年
）・
根
本　

聖
大（
政
治
経
済
・
三
年
）

青
木
悠
一
郎（
法
律
・
一
年
）・
古
田　

雅
記（
第
二
部
法
律
・
一
年
）

　

そ
し
て
、
Ｃ
及
び
Ｅ
は
、
翌
三
十
日
未
明
頃
ま
で
、
Ｅ
宅
に
お
い
て
、

Ｖ
の
死
体
溶
解
作
業
を
続
け
、
寸
胴
鍋
内
に
残
っ
て
い
た
Ｖ
の
骨
を
ハ
ン

マ
ー
等
で
砕
い
た
上
、
同
日
昼
頃
、
車
両
に
乗
っ
て
河
川
に
向
か
い
、
Ｖ

の
骨
片
を
河
川
に
流
し
た
。

　

以
上
の
事
案
に
お
け
る
Ｆ
の
罪
責
を
論
ぜ
よ（
な
お
、
特
別
法
の
検
討

は
不
要
で
あ
る
。）。

　

討
論
会
は
三
人
一
組
で
十
組
が
出
場
し
、
各
チ
ー
ム
一
人
の
立
論
者
が

十
分
以
内
の
論
旨
を
発
表
し
、
他
の
二
人
が
他
の
出
場
チ
ー
ム
や
傍
聴
者

の
質
疑
に
対
し
て
五
分
間
で
応
答
す
る
方
法
で
行
わ
れ
た
。

　

討
論
に
先
だ
ち
、
日
本
大
学
法
学
部
司
法
科
研
究
室
副
委
員
長
で
あ
る

関
正
晴
教
授
並
び
に
日
本
大
学
法
曹
会
会
長
鈴
木
三
郎
弁
護
士
の
挨
拶
が

あ
り
、
続
い
て
進
行
の
今
井
勇
太
弁
護
士
か
ら
発
表
の
手
順
と
審
査
基
準

（
論
旨
内
容
六
十
点
、
発
表
態
度
十
点
、
質
疑
応
答
内
容
・
態
度
三
十
点
）

等
の
説
明
が
な
さ
れ
た
あ
と
討
論
会
が
開
始
さ
れ
た
。

　

討
論
終
了
後
、
審
査
員
を
代
表
し
て
濱
田
左
千
子
弁
護
士
か
ら
審
査
結

果
が
発
表
さ
れ
、
遠
山
敦
士
裁
判
官
、
中
島
義
則
弁
護
士
に
も
講
評
い
た

だ
い
た
。
続
い
て
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
法
曹
会
、
法
学
部
校
友
会
か
ら
優

勝
チ
ー
ム
に
法
曹
杯
・
法
学
部
校
友
会
杯
、
法
曹
会
か
ら
優
勝
、
準
優
勝
、

第
三
位
の
各
チ
ー
ム
に
盾
、
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
副
賞
と
し
て
図

書
カ
ー
ド
が
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
学
部
校
友
会
か
ら
出
場
者
全
員
に



五
〇
二

平
成
二
十
六
年
度
国
家
試
験
合
格
者

◆
司
法
試
験
予
備
試
験　

一
名

田
中　

淳
史（
平
成
二
十
七
・
法
律
学
科
法
職
課
程
卒
業
予
定
）

◆
司
法
書
士
試
験　

一
名

田
村　

俊
輔（
平
成
二
十
六
・
法
律
学
科
卒
業
）

◆
弁
理
士
試
験　

三
名

星　
　

俊
輔（
経
営
法
学
科
三
年
在
籍
中
）

古
田
土
拓
也（
平
成
二
七
・
経
営
法
学
科
卒
業
予
定
）

林　
　

哲
彦（
平
成
二
十
六
・
大
学
院
知
的
財
産
研
究
科
修
了
）

◆
税
理
士
試
験　

一
名

滝
澤　

大
貴（
平
成
二
十
六
・
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了
）

◆
公
認
会
計
士
試
験　

二
名

山
下　

能
央（
平
成
二
十
六
・
経
営
法
学
科
卒
業
）

松
本　

貴
之（
平
成
二
十
三
・
法
律
学
科
卒
業
）

◆
社
会
保
険
労
務
士
試
験　

二
名

遠
藤　

雅
仁（
平
成
二
十
七
・
公
共
政
策
学
科
卒
業
予
定
）

市
川　

達
尋（
大
学
院
法
学
研
究
科
一
年
在
籍
中
）

�

（
平
成
二
十
七
年
一
月
末
日
判
明
分
）

佐
々
木
文
香（
法
律
・
一
年
）・
大
沼　

光
貴（
法
律
・
一
年
）

沖　

潤
一
郎（
法
律
・
一
年
）・
關
口　

奈
楠（
法
律
・
一
年
）

松
島　

裕
樹（
法
律
・
三
年
）・
飯
島　
　

亘（
法
律
・
三
年
）

山
田　

奈
楠（
法
律
・
三
年
）・
石
月　
　

卓（
経
営
法
・
三
年
）

村
上　

綾
菜（
法
律
・
三
年
）・
後
藤　

洋
平（
法
律
・
三
年
）

森　
　
　

悠（
法
律
・
三
年
）・
川
股　

芽
生（
公
共
政
策
・
三
年
）

山
口　

瑞
葵（
法
律
・
三
年
）・
猪
瀬　

智
啓（
法
律
・
四
年
）

松
本　

有
広（
法
律
・
四
年
）・
小
林　

智
則（
法
律
・
四
年
）

峯
岸　
　

舞（
法
律
・
四
年
）・
柴
山　

卓
巳（
法
律
・
三
年
）

鈴
木
花
奈
美（
法
律
・
三
年
）

三
浦　
　

惠（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

濱
田　
　

潤（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

加
藤　

天
宇（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

優
秀
質
問
賞
（
五
十
音
順
）

大
谷　

健
太（
平
成
二
十
六
年
法
律
卒
）・
大
沼　

光
貴（
法
律
・
一
年
）

桒
井　

陽
子（
法
律
・
四
年
）・
最
首　

菜
摘（
法
律
・
四
年
）

鈴
木
花
奈
美（
法
律
・
三
年
）・
高
井　

里
菜（
法
律
・
四
年
）

髙
倉　

悠
甫（
法
律
・
四
年
）・
古
尾
谷
弘
文（
法
律
・
四
年
）

峯
岸　
　

舞（
法
律
・
四
年
）・
宮
下　

貴
裕（
法
律
・
四
年
）


